
議案第８５号 

 

宇部市水道事業会計の剰余金の処分の件  

 

下記のとおり令和４年度宇部市水道事業会計の未処分利益剰余金を処分すること

について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に

より、市議会の議決を求める。 

  令和５年９月１日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二     

 

 

記  

未処分利益剰余金の処分    

⑴ 令和４年度末残高  ９１０ ,６１２ ,８５７  円  

⑵ 議会の議決による処分額  ７００ ,０００ ,０００  円  

 ア  建設改良積立金の積立  ２００ ,０００ ,０００  円  

  イ  資本金へ組入  ５００ ,０００ ,０００  円  

⑶ 処分後残高  ２１０ ,６１２ ,８５７  円  
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議案第８４号 

 

宇部市下水道事業会計の剰余金の処分の件  

 

下記のとおり令和４年度宇部市下水道事業会計の未処分利益剰余金を処分するこ

とについて、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定

により、市議会の議決を求める。 

  令和５年９月１日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二     

 

 

記  

未処分利益剰余金の処分    

⑴ 令和４年度末残高  ７０８ ,１２０ ,０７１  円  

⑵ 議会の議決による処分額  ６４９ ,０００ ,０００  円  

 ア  建設改良積立金の積立  ３５０ ,０００ ,０００  円  

  イ  資本金へ組入  ２９９ ,０００ ,０００  円  

⑶ 処分後残高  ５９ ,１２０ ,０７１  円  
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議
案
第
七
十
八
号 

 
宇
部
市
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
五
年
九
月
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
緊
急
安
全
措
置
） 

第
八
条 

市
長
は
、
空
家
等
に
よ
り
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
被
害
が
及
ぶ
危
険
が
切
迫
し
、

そ
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
空
家
等
に
対
し

て
、
そ
の
被
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対

し
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
過
失
が
な
く
て
当
該
措
置

を
講
じ
た
空
家
等
の
所
有
者
等
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
第
一
項
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
所
有
者
等
か
ら
当
該
措
置
に
係
る
費
用

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

空
家
等
に
対
し
緊
急
安
全
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で

あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

2
3



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
協
議
会
） 

（
協
議
会
） 

第
七
条 

第
七
条 

 

（
緊
急
安
全
措
置
） 

第
八
条 

市
長
は
、
空
家
等
に
よ
り
人
の
生
命
、
身

体
又
は
財
産
に
被
害
が
及
ぶ
危
険
が
切
迫
し
、
そ

の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
空
家
等
に
対
し
て
、
そ

の
被
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当

該
措
置
を
講
じ
た
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、

当
該
措
置
を
行
っ
た
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
過
失
が
な
く
て
当
該
措
置
を
講
じ

た
空
家
等
の
所
有
者
等
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
第
一
項
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

当
該
所
有
者
等
か
ら
当
該
措
置
に
係
る
費
用
を
徴

収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
警
察
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

（
警
察
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
八
条 

第
九
条 

（
委
任
） 

（
委
任
） 

第
九
条 

第
十
条 

 

2
4



議
案
第
七
十
九
号 

 
宇
部
市
手
数
料
徴
収
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
五
年
九
月
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

別
表
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

計

画

認

定

申

請

手

数

料 

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

一

二

年

法

律

第

一

四

九

号

）

第

五

条

の

三

第

一

項

（

同

法

第

五

条

の

六

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

に

関

す

る

計

画

の

認

定

の

申

請

に

対

す

る

審

査 

長

期

修

繕

計

画

（

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

（

平

成

一

三

年

国

土

交

通

省

令

第

一

一

〇

号

）

第

一

条

の

二

第

一

項

第

二

号

の

長

期

修

繕

計

画

を

い

う

。

以

下

こ

の

部

に

お

い

て
同
じ
。
）

の

数

が

一

で

あ

る

管

理

計

画

の

場
合 

三
、
六
〇
〇
円 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

2
5



 
 

長

期

修

繕

計

画

の

数

が

二

以

上

で

あ

る

管

理

計

画

の

場
合 

三
、
六
〇
〇
円
に
一
を
超
え
る
長
期
修
繕
計

画
の
数
に
一
、
六
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額 

 

マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

計

画

変

更

認

定

申

請

手

数

料 

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

第

五

条

の

七

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

に

関

す

る

計

画

の

変

更

の

認

定

の

申

請

に

対

す
る
審
査 

変

更

す

る

長

期

修

繕

計

画

（

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

第

一

条

の

二

第

一

項

第

二

号

の

長

期

修

繕

計

画

を

い

う

。

以

下

こ

の

部

に

お

い

て

同 

一 

管

理

組

合

（

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

第

二

条

第

一

項

第

三

号

の

管

理

組

合
を
い
う
。

以

下

こ

の

部

に

お

い

て
同
じ
。
）

の

運

営

に

係

る

事

項

の
変
更 

四
、
七
〇
〇
円 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

じ

。

）

の

数

が

一

以

下

で

あ

る

管

理

計

画

の
場
合 

二 

管

理

規

約

（

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

第

一

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

規

約

を

い

う

。

以

下

こ

の

部

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

係

る

事

項

の

変
更 

三
、
九
〇
〇
円 

 

2
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三 

管

理

組

合

の

経

理

に

係

る

事

項
の
変
更 

四
、
五
〇
〇
円 

 

 
 

 

四 

長

期

修

繕

計

画

の

作

成

又

は

見

直

し

に

係

る

事

項

の
変
更 

九
、
三
〇
〇
円 

 

 
 

 
五 

一

か

ら

四

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

以

外

の

事

項

の

変

更 

二
、
九
〇
〇
円 

 

 
 

変

更

す

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

が

二

以

上

で

あ

る

管

理

計

画

の

場
合 

一 

管

理

組

合

の

運

営

に

係

る

事

項
の
変
更 

四
、
七
〇
〇
円

（
当
該
変
更
が
長
期
修
繕
計

画
の
変
更
に
伴
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更

す
る
一
を
超
え
る
長
期
修
繕

計
画
の
数
に
二
、
六
〇
〇
円

を
乗
じ
て
得
た
額
を
四
、
七

〇
〇
円
に
加
算
し
た
額
） 

 

 
 

 

二 

管

理

規

約

に

係

る

事

項

の

変

更 

三
、
九
〇
〇
円

（
当
該
変
更
が
長
期
修
繕
計

画
の
変
更
に
伴
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更

す
る
一
を
超
え
る
長
期
修
繕

計
画
の
数
に
二
、
六
〇
〇
円

を
乗
じ
て
得
た
額
を
三
、
九

〇
〇
円
に
加
算
し
た
額
） 

 

     

     

     

三 

管

理

組

合

の

経

理

に

係

る

事

項
の
変
更 

四
、
五
〇
〇
円

（
当
該
変
更
が
長
期
修
繕
計

画
の
変
更
に
伴
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更

す
る
一
を
超
え
る
長
期
修
繕

計
画
の
数
に
二
、
七
〇
〇
円

を
乗
じ
て
得
た
額
を
四
、
五

〇
〇
円
に
加
算
し
た
額
） 

 

2
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四 

長

期

修

繕

計

画

の

作

成

又

は

見

直

し

に

係

る

事

項

の
変
更 

九
、
三
〇
〇
円
に
一
を
超
え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に

四
、
八
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
額 

 

 
 

 

五 

一

か

ら

四

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

以

外

の

事

項

の

変

更 

二
、
九
〇
〇
円

（
当
該
変
更
が
長
期
修
繕
計

画
の
変
更
に
伴
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更

す
る
一
を
超
え
る
長
期
修
繕

計
画
の
数
に
一
、
九
〇
〇
円

を
乗
じ
て
得
た
額
を
二
、
九

〇
〇
円
に
加
算
し
た
額
） 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画
の
認
定
に
係
る
手
数
料
を
新
設
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 
 

2
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手
数

料
の

種
類 

区
分 

手
数
料
の
額
（
一
件
に
つ
き

） 

件
数

の
区

分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

に
係

る
認

定
申

請
手

数
料 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マ
ン

シ
ョ

ン
管

理
計

画
認

定
申

請
手

数
料 

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

一

二

年

法

律

第

一

四

九

号
）
第
五

条

の

三

第

一

項

（

同

法

第

五

条

の

六

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合 

長
期
修

繕
計
画

（
マ
ン

シ
ョ
ン

の
管
理

の
適
正

化
の
推

進
に
関

す
る
法

律
施
行

規
則
（

平
成
一

三
年
国

土
交
通

省
令
第

一
一
〇

号
）
第

一
条
の

二
第
一

項
第
二

号
の
長 

三
、
六
〇
〇
円

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

手
数

料
の

種
類 

区
分 

手
数
料
の
額
（
一
件
に
つ
き

） 

件
数

の
区

分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

に
係

る
認

定
申

請
手

数
料 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マ
ン

シ
ョ

ン
管

理
計

画
認

定
申

請
手

数
料 

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

一

二

年

法

律

第

一

四

九

号
）
第
五

条

の

三

第

一

項

（

同

法

第

五

条

の

六

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合 

長
期
修

繕
計
画

（
マ
ン

シ
ョ
ン

の
管
理

の
適
正

化
の
推

進
に
関

す
る
法

律
施
行

規
則
（

平
成
一

三
年
国

土
交
通

省
令
第

一
一
〇

号
）
第

一
条
の

二
第
一

項
第
二

号
の
長 

三
、
六
〇
〇
円

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 
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を

含

む 

。

）

の

規

定

に

基

づ

く

管

理

計

画

の

認

定

の

申

請

に

対

す

る

審

査

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ 

期
修
繕

計
画
を

い
う
。

以
下
こ

の
部
に

お
い
て

同
じ
。

）
の
数

が
一
で

あ
る
管

理
計
画

の
場
合  

 

 

長
期
修

繕
計
画

の
数
が

二
以
上

で
あ
る

管
理
計

画
の
場

合 

三
、
六
〇
〇
円
に
一

を

超

え

る

長

期

修

繕
計
画
の
数
に
一
、

六

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を

加

算

し
た
額 

 

マ
ン

シ
ョ

ン
管

理
計

画
変

更
認

定
申

請
手

数
料 

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

第

五

条

の

七

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

管

理

計

画

の

変

更

の

認

定

の

申

請

に

対

す

る

審

査 

変
更
す

る
長
期

修
繕
計

画
の
数

が
一
以

下
で
あ

る
管
理

計
画
の

場
合 

一 

管
理
組

合
（

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

二
条

第
一

項
第

三
号

の
管

理
組

合
を

い
う

。
以

四
、
七
〇
〇

円 

 

を

含

む 

。

）

の

規

定

に

よ

る

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

に

関

す

る

計

画

の

認

定

の

申

請

に

対

す

る

審

査 

期
修
繕

計
画
を

い
う
。

以
下
こ

の
部
に

お
い
て

同
じ
。

）
の
数

が
一
で

あ
る
管

理
計
画

の
場
合  

 

 

長
期
修

繕
計
画

の
数
が

二
以
上

で
あ
る

管
理
計

画
の
場

合 

三
、
六
〇
〇
円
に
一

を

超

え

る

長

期

修

繕
計
画
の
数
に
一
、

六

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を

加

算

し
た
額 

 

マ
ン

シ
ョ

ン
管

理
計

画
変

更
認

定
申

請
手

数
料 

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

第

五

条

の

七

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

に

関

す

る

計

画

の

変

更

の

認

定

の

申

請

に

対

す

る

審

査 

変
更
す

る
長
期

修
繕
計

画
（
マ

ン
シ
ョ

ン
の
管

理
の
適

正
化
の

推
進
に

関
す
る

法
律
施

行
規
則

第
一
条

の
二
第

一
項
第

二
号
の

長
期
修

繕
計
画

を
い
う

。
以
下

こ
の
部

に
お
い

て
同
じ 

一 

管
理
組

合
（

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

二
条

第
一

項
第

三
号

の
管

理
組

合
を

い
う

。
以 

四
、
七
〇
〇

円 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 
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下
こ

の
部

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
運

営
に

係
る

事
項

の
変

更 

 
 

 

二 

管
理
規

約
（

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

一
条

の
二

第
一

項
第

一
号

に
規

定
す

る
規

約
を

い
う

。
以

下
こ

の
部

に
お

い
て 

三
、
九
〇
〇

円 

 

 
 

。
）
の

数
が
一

以
下
で

あ
る
管

理
計
画

の
場
合 

下
こ

の
部

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
運

営
に

係
る

事
項

の
変

更 

 

 

 
 

 

二 

管
理
規

約
（

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

一
条

の
二

第
一

項
第

一
号

に
規

定
す

る
規

約
を

い
う

。
以

下
こ

の
部

に
お

い
て 

三
、
九
〇
〇

円 
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同
じ

。
）

に
係

る
事

項
の

変
更  

 

 
 

 
三 

管
理
組

合
の

経
理

に
係

る
事

項
の

変
更 

四
、
五
〇
〇

円 

 

 
 

 

四 

長
期
修

繕
計

画
の

作
成

又
は

見
直

し
に

係
る

事
項

の
変

更 

九
、
三
〇
〇

円 

 

 
 

 

五 

一
か
ら

四
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
以

外
の

事
項

の
変

更 

二
、
九
〇
〇

円 

 
 

変
更
す

る
長
期

修
繕
計

画
の
数

が
二
以

上
で
あ 

一 

管
理
組

合
の

運
営

に
係

る
事 

四
、
七
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

の

変

更

に

伴

う

も

の  

 
 

 

同
じ

。
）

に
係

る
事

項
の

変
更  

 

 
 

 

三 

管
理
組

合
の

経
理

に
係

る
事

項
の

変
更 

四
、
五
〇
〇

円 

 

 
 

 

四 

長
期
修

繕
計

画
の

作
成

又
は

見
直

し
に

係
る

事
項

の
変

更 

九
、
三
〇
〇

円 

 

 
 

 

五 

一
か
ら

四
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
以

外
の

事
項

の
変

更 

二
、
九
〇
〇

円 

 
 

変
更
す

る
長
期

修
繕
計

画
の
数

が
二
以

上
で
あ 

一 

管
理
組

合
の

運
営

に
係

る
事 

四
、
七
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

の

変

更

に

伴

う

も

の  
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る
管
理

計
画
の

場
合 

項
の

変
更 

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て
は
、
変
更

す

る

一

を

超

え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に

二
、
六
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を
四
、
七
〇

〇

円

に

加

算
し
た
額
）  

 
 

二 

管
理
規

約
に

係
る

事
項

の
変

更 

三
、
九
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

の

変

更

に

伴

う

も

の

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て
は
、
変
更

す

る

一

を

超

え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に

二
、
六
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を
三
、
九
〇

〇

円

に

加

算
し
た
額
）

 
 

 

三 

管
理
組

合
の

経
理

に
係

る
事

項
の

変
更 

四
、
五
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

の

変

更

に

伴

う

も

の

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て
は
、
変
更

す

る

一

を

超

え

る

長  

 
 

る
管
理

計
画
の

場
合 

項
の

変
更 

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て
は
、
変
更

す

る

一

を

超

え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に

二
、
六
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を
四
、
七
〇

〇

円

に

加

算
し
た
額
）  

 
 

二 

管
理
規

約
に

係
る

事
項

の
変

更 

三
、
九
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

の

変

更

に

伴

う

も

の

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て
は
、
変
更

す

る

一

を

超

え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に

二
、
六
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を
三
、
九
〇

〇

円

に

加

算
し
た
額
）

 
 

 

三 

管
理
組

合
の

経
理

に
係

る
事

項
の

変
更 

四
、
五
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

の

変

更

に

伴

う

も

の

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て
は
、
変
更

す

る

一

を

超

え

る

長  
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期

修

繕

計

画

の

数

に

二
、
七
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を
四
、
五
〇

〇

円

に

加

算
し
た
額
）  

四 
長

期
修

繕
計

画
の

作
成

又
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直

し
に

係
る

事
項

の
変
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九
、
三
〇
〇

円

に

一

を

超

え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に

四
、
八
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を

加

算

し

た
額 

五 

一
か
ら

四
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
以

外
の

事
項

の
変

更 

二
、
九
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

に

伴

う

も

の

で

あ

る

場

合

に

あ

つ
て
は
、
変

更

す

る

一

を

超

え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に
一
、
九
〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額
を
二
、
九

〇

〇

円

に

加

算

し

た

額
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期

修

繕

計

画

の

数

に

二
、
七
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を
四
、
五
〇

〇

円

に

加

算
し
た
額
）  

四 

長
期
修

繕
計

画
の

作
成

又
は

見
直

し
に

係
る

事
項

の
変

更 

九
、
三
〇
〇

円

に

一

を

超

え

る

長

期

修

繕

計

画

の

数

に

四
、
八
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を

加

算

し

た
額 

五 

一
か
ら

四
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
以

外
の

事
項

の
変

更 

二
、
九
〇
〇

円
（
当
該
変

更

が

長

期

修

繕

計

画

の

変

更

に

伴

う

も

の

で

あ

る

場
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に

あ

つ

て
は
、
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更

す

る
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を
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期

修

繕

計

画

の
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に
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、
九
〇
〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

を
二
、
九
〇

〇

円

に

加

算
し
た
額
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                                  資料１                                 

〇マンション管理計画認定制度 
 
１ 管理計画認定申請の手順 
（１）新規及び更新の認定の場合 

   管理組合は、マンション管理センターの事前確認を受けた後に、市に対

して管理計画の認定の申請を行う。 

   認定を継続するには、5年ごとの更新が必要。 

         

（２）変更の認定の場合 

   変更の認定申請は、マンション管理センターの事前確認の制度が無いた 

め市への直接申請のみとなる。 

 
２ マンション管理計画認定申請手数料 
（１）新規及び更新の認定の場合（※１） 

手数料額（※２） 加算手数料額（※３） 

3,600 1,600 

※１ マンション管理計画認定の審査項目はマンション管理組合の運営、管理規約、
管理組合の経理、長期修繕計画の作成等です。 
※２ 事前確認申請を受けた認定申請の手数料 
（申請の前にマンション管理センターの事前確認申請が必要） 
※３ マンションの長期修繕計画が複数ある場合、2つ目以降の長期修繕計画につい
ては 1,600円加算されます。 

（２）変更の認定の場合 

変更する項目 手数料額（※４） 加算手数料額（※５） 

① 管理組合の運営 4,700 2,600 

② 管理規約 3,900 2,600 

③ 管理組合の経理 4,500 2,700 

④ 長期修繕計画 9,300 4,800 

⑤ ①～④以外 2,900 1,900 
※４ 各変更する項目に応じて手数料が発生します。また変更する項目が複数ある場
合、それぞれの手数料額の合算とします。 
※５ ④長期修繕計画の変更を伴う場合に限り、その数が 2以上の場合はその数に応
じて、変更する項目①～⑤のそれぞれについて加算手数料額が発生します。 



議案第８１号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件  

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和５年９月１日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 工  事  名  宇部市新庁舎２期棟新築（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市常盤町一丁目地内 

３ 請 負 金 額  一金 １,５８９,５００,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 １４４,５００,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  鉄骨造３階建て 

          延べ面積 ３,３２７.１６㎡ 

６ 契 約 の 相 手 方  宇部工業・塚原建設・沖村建設共同企業体 

代表者 宇部市大字妻崎開作８７４番地１ 

    宇部工業株式会社 

     代表取締役社長  河  野   剛  志 

    宇部市大字藤曲１７５３番地４６ 

    塚原建設株式会社 

     代表取締役  塚  原  正  好 

    宇部市大字妻崎開作１２７１番地１９ 

    株式会社沖村建設 

     代表取締役  沖  村  重  人 
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新庁舎立体駐車場

市
道

栄
町

線

隣地境界線

隣地境界線

道
路

境
界

線

真
締

川

真
締

川
公

園

新川大橋

道路境界線

道
路

境
界

線

国道190号

道
路

境
界

線新庁舎１ 期棟

新庁舎２ 期棟

配　 置　 図　 S=1/1, 200

凡　 例

工事箇所

Ｎ
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議案第８１、８２、８３号参考図



議案第８２号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件  

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和５年９月１日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 工  事  名  宇部市新庁舎２期棟新築（電気設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市常盤町一丁目地内 

３ 請 負 金 額  一金 １８８,１００,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 １７,１００,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  随意契約 

５ 工 事 の 概 要  （1）電灯・動力設備工事 一式 

          （ 2）入退室管理設備工事 一式 ほか 

６ 契 約 の 相 手 方  鶴谷秀電社・前村電気工事共同企業体 

代表者 宇部市東琴芝一丁目１番４６号 

    株式会社鶴谷秀電社 

     代表取締役  鶴  谷  孝  二 

    宇部市神原町二丁目８番５１号 

    前村電気工事株式会社 

     代表取締役  前  村  隆  文 
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議案第８３号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件  

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和５年９月１日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 工  事  名  宇部市新庁舎２期棟新築（機械設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市常盤町一丁目地内 

３ 請 負 金 額  一金 ２６４,０００,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ２４,０００,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  （1）空気調和設備工事 一式 

          （ 2）給排水衛生設備工事 一式 ほか 

６ 契 約 の 相 手 方  大栄建設・富士管工共同企業体 

代表者 宇部市北琴芝二丁目１２番１－２号 

    大栄建設株式会社 

     取締役社長  原  田   毅 

    宇部市文京町６番３３号 

    富士管工株式会社 

     代表取締役  柴  田  泰  広 
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